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介護保険法の改正により、平成２７年４月１日から、新しい総合事

業（介護予防・日常生活支援総合事業）が実施される事になりました。 

 

 新しい総合事業の実施には、猶予期間が設けられ、平成２９年４月

までに、全市区町村で実施する事が義務付けられています。 

 

 周南市では、この猶予期間を活用し、平成２９年４月１日から実施

する事としております。 

 

 

1．新しい総合事業の開始 

１ 



 

 

① 今まで全国一律の基準で実施されてきた介護予防給付のサービス

のうち『介護予防訪問介護』と『介護予防通所介護』は、地域支

援事業に位置づけられ、市区町村独自の基準で実施する『訪問型

サービス』と『通所型サービス』に移行します。 

 

② 介護事業所だけでなく、民間企業やボランティア、地域住民等の

多様な担い手が、多様なサービスを提供する事が可能となります。 

 

③ 要支援認定者だけでなく、基本チェックリストの実施による基準

該当者も、サービス利用が可能になります。 

２．新しい総合事業の概要 

 

２ 



  
３ 



  
４ 



 

 

① 要支援１または要支援２の認定を受けている人 

② 基本チェックリストの基準に該当し、介護予防ケアマネジメント

依頼届出書を市に提出した人（事業対象者） 

 

 

３．介護予防・生活支援サービス事業を利用できる人 

 

５ 



  
6 



 

 

周南市の場合、現在の要支援認定者が利用している訪問介護と通所

介護は、平成２９年４月１日以降、１年をかけて認定期間が満了した

方から順次総合事業に移行し、『訪問型サービス』『通所型サービス』

の利用に変わります。 

予防給付の訪問介護・通所介護は、平成３０年３月３１日で終了し

ます。 

 

 ＊平成２９年度は、サービス内容が同じでも、予防給付と総合事業 

のサービスが混在する事となりますので、サービス費を請求する 

際はご注意ください。 

４．要支援認定者の総合事業への移行 
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（例）要支援認定者が総合事業へ移行した場合 
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＊要支援認定者の被保険者証は、今までと変わりません。 

事業対象者 

○○地域包括支援センター 

平成 29   ９   １ 

平成 29 ９  １ 

事業対象者と表示されます 

基本チェックリストを実施

した日が表示されます 

担当の地域包括支援センタ

ーの名称と、介護予防ケアマ

ネジメント依頼届出書の届

出日が表示されます 

５．事業対象者の被保険者証 
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６．周南市が実施するサービス 
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７．サービスの内容等（訪問型サービス） 
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13 
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８．サービスの内容等（通所型サービス） 
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○介護予防ケアマネジメントは、総合事業の新たな事業で、介護予

防・生活支援サービス事業を利用する人に、適切にサービスを提供

するためのケアマネジメントです。このケアマネジメントの中で、 

アセスメントの実施により、利用するサービスを決定します。 

 

９．サービスの内容等（介護予防ケアマネジメント） 
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○介護予防支援の一部が、総合事業の介護予防ケアマネジメントへ移

行します。 
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 事業対象者の支給限度額は、要支援１と同じく 5,003 単位としま

す。ただし、ケアマネジメントにより、要支援２相当と認められた場

合は、10,473 単位とする事が可能です。 

 ・総合事業訪問介護・通所介護については、この支給限度額の管理 

の対象となります。 

 ・自立支援訪問介護・通所介護については、この支給限度額の管理 

の対象となりません。 

 

＊支給限度額を 10,473 単位とする場合、利用者から市に届出書を

提出して頂く予定です。 

10．区分支給限度額 
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 ○平成２７年３月３１日時点で、介護予防訪問介護・介護予防通所 

介護に係る有効な指定を受けている事業所は、総合事業による指 

定を受けたものとみなす規定が設けられています。 

 ○みなし指定の有効期間は、平成２７年４月１日から、平成３０年 

３月３１日までの３年間です。 

 ○総合事業に係るみなし指定は、全市区町村に及びます。 

 ○みなし指定を受けている事業所は、現在『指定介護予防サービス

事業者の指定』と『総合事業に係る指定』の２つの効力が生じて

いる事となります。 

 

11．事業者指定（みなし指定） 
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 ○平成３０年４月１日以降、『総合事業訪問介護』または『総合事 

業通所介護』のサービス提供をするためには、総合事業の指定を 

受ける必要があります。 

（みなし指定を受けていない場合は、平成２９年４月１日） 

  

 ○周南市以外の被保険者にサービスを提供する場合、他市町村か 

  らも総合事業の指定を受ける必要があります。 

 

 ○指定の有効期間は、原則６年とします。ただし、６年を超えない 

範囲の期間で指定申請する事を可能とします。 

1２．事業者指定（総合事業の指定） 
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○平成２９年４月１日以降、『自立支援訪問介護』または『自立支 

 援通所介護』のサービス提供をするためには、周南市から委託を 

受ける必要があります。 

 

○委託を受ける場合、『自立支援訪問介護』または『自立支援通所 

介護』の実施申請書を提出して頂く必要があります。 

 

 ○基準を満たしている事業所には、実施決定通知書を送付します。 

  

 

1３．委託について【自立支援訪問介護・通所介護】 
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1４．サービス利用者の、総合事業への移行イメージ 
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1５．サービス費の請求について 
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